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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月24日(2010.9.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を輸送する配管の内部に付着した付着物による配管の詰まり状況を診断するための
配管詰まり診断方法であって、配管の診断個所の温度を変化させ、それによる当該配管外
面温度の過渡的変化を温度センサで観測することによって、当該配管の詰まり状況を診断
することを特徴とする配管詰まり診断方法。
【請求項２】
　当該配管内の流体の温度を変化させることにより、配管の診断個所の温度を変化させ、
それによる当該配管外面温度の過渡的変化を温度センサで観測することによって、当該配
管の詰まり状況を診断することを特徴とする請求項１に記載の配管詰まり診断方法。
【請求項３】
　当該配管に輸送流体が流れるのを一時的に停止して、当該配管に前記輸送流体と温度の
異なる診断用流体を流すことにより、当該配管内の流体の温度を変化させることを特徴と
する請求項２に記載の配管詰まり診断方法。
【請求項４】
　配管の診断個所の上流側において、当該配管を外部から一時的に加熱または冷却するこ
とにより、当該配管内の流体の温度を変化させることを特徴とする請求項２に記載の配管
詰まり診断方法。
【請求項５】
　配管の診断個所を外部から一時的に加熱または冷却することにより、配管の診断個所の
温度を変化させ、それによる当該配管外面温度の過渡的変化を温度センサで観測すること
によって、当該配管の詰まり状況を診断することを特徴とする請求項１に記載の配管詰ま
り診断方法。
【請求項６】
　前記温度センサは赤外線カメラであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載
の配管詰まり診断方法。
【請求項７】
　前記温度センサは熱電対であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の配管
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詰まり診断方法。
【請求項８】
　流体を輸送する配管の内部に付着した付着物による配管の詰まり状況を診断するための
配管詰まり診断装置であって、配管の診断個所の温度を変化させる温度変化手段と、該温
度変化手段によって生じた当該配管外面温度の過渡的変化を観測する温度センサと、該温
度センサの観測結果に基づいて当該配管の詰まり状況を診断する診断手段とを備えている
ことを特徴とする配管詰まり診断装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】配管詰まり診断方法および装置
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、スラリー輸送ライン等における配管の詰まり状況を診断するための配管詰ま
り診断方法および装置に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、スラリー輸送ライン等にお
ける配管の詰まり状況を容易に把握することができる配管詰まり診断方法および装置を提
供することを目的とするものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　［７］前記温度センサは熱電対であることを特徴とする前記［１］～［５］のいずれか
に記載の配管詰まり診断方法。
　［８］流体を輸送する配管の内部に付着した付着物による配管の詰まり状況を診断する
ための配管詰まり診断装置であって、配管の診断個所の温度を変化させる温度変化手段と
、該温度変化手段によって生じた当該配管外面温度の過渡的変化を観測する温度センサと
、該温度センサの観測結果に基づいて当該配管の詰まり状況を診断する診断手段とを備え
ていることを特徴とする配管詰まり診断装置。
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